
この制度は、住警器の設置・維持管理の促進を目的とし、住宅用火災警報器（以下、「住警器」）

を取り扱い、住警器の広報活動に協力する事業所を登録し公表するものです。賛同いただける事

業所の皆様に登録をいただきたく下記のとおり募集いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 登録条件 

登録には、次のすべてに該当していること が必要となります。       （不明な点があればお問い合わせください）  

 

 

 

 

 

 

 金沢市暴力団排除条例（平成 24 年金沢市条例第２号）第２条第３号に規定する 

 

２ 申込方法 

申し込み日  随 時（令和４年６月１日以降） 

申 込 先  金沢市消防局 予防課予防係（金沢市泉本町７丁目９番地２） 

            Mail  syoubou_y@city.kanazawa.lg.jp 

                  FAX   076-280-0020 

申 込 書    別添「金沢市住宅用火災警報器普及協力事業所登録申込書」 

 

 

 

 

 

３ 公 表 

  随 時（令和４年９月１日以降） 

① 住宅用火災警報器を販売・取扱いしている事業所であること。 

② 住宅用火災警報器の広報活動に協力する事業所であること。 →金沢市から広報物品を支給 

③ 国、県、市町と連携・協定した実績のある事業所等又は実績のある団体に加盟していること。 

④ 金沢市民からの問い合わせ等に誠実に対応すること。 

⑤ 公序良俗に反しないこと。 

⑥ 金沢市暴力団排除条例（平成 24 年金沢市条例第２号）第２条第３号に規定する 

暴力団員、または同条例第６条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を 

有する者が関与しないこと。 

販売区分について、以下の区分で可能な事項を申込書にチェックをお願いします。 

・個別購入 ：個人消費者を対象とした販売が可能 

  ・共同購入 ：町会、グループ等の団体に対し、販売が可能 

  ・訪問取付け：住警器を購入者に代わって取付けることが可能 

 

住警器の取扱・広報協力 

募集中！ 

お店の PR！ 

（金沢市消防局 HP等で公表） 

イメージアップ！ 

 （地域への貢献） 

事業所名など一覧で公表 

【問い合わせ先】 

  金沢市消防局 

予防課予防係 076-280-2065 



第１号様式（第３条関係） 

金沢市住宅用火災警報器普及協力事業所登録申込書 

 

令和４年  月  日  

 

（宛先）金沢市長 

 

「金沢市住宅用火災警報器普及協力事業所制度」の内容了承のうえ、登録を

申し込みます。 

 

当事業所は登録条件を全て満たしている はい 

 

登
録
者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
 

住 所  

電 話 番 号  

店
舗
情
報 

店舗   郵便番号  

店舗   住  所                                

フ リ ガ ナ 

店舗   名  称 
                                

店舗   電話番号 
※会社等で複数ある場合は、直通の部署                

販
売
区
分 

個 別 購 入 ☐ 可  ☐ 否 訪問取付け： ☐ 可  ☐ 否  

共 同 購 入 ☐ 可  ☐ 否 訪問取付け： ☐ 可  ☐ 否 

 １．網かけ部分（薄黄）を公表するもの。 

 ２．登録の内容に変更が生じた場合は、金沢市消防局予防課に「金沢市住宅用火災警

報器普及協力事業所登録事項変更・廃止届」を提出すること。 

 

提 出 先  金沢市消防局予防課予防係（金沢市泉本町 7丁目９番地２） 

提出方法  持込、郵送、FAX 076-280-0020 

メール syoubou_y@city.kanazawa.lg.jp 

 


